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羽曳野市旧浅野家住宅基本設計・実施設計等業務 

公募型プロポーザル 審査基準 

 

１．審査基準の位置付け 

  本基準は、羽曳野市旧浅野家住宅基本設計・実施設計等業務に係る公募型プロポーザル実施要領に

基づき、評価方法及び最優秀提案者の選定方法を示すものである。 

 

２．評価方法及び受注者の選定方法 

（１）業務実施体制等評価、提案書評価及び見積書評価を行い、受注候補者を選定する。 

（２）業務実施体制等評価は、事務局が提出書類を基に提案者の評価を行う。 

（３）提案書評価は、「羽曳野市旧浅野家住宅基本設計・実施設計等業務公募型プロポーザル候補者選

定委員会」（以下「選定委員会」という。）が業務提案書、プレゼンテーション及びヒアリングに

より評価を行う。 

（４）見積書評価は、事務局が提出された見積書により評価を行う。 

（５）参加意向表明書等評価、提案書評価及び見積書評価の評価点合計は下表のとおりとする。 

評価項目 評価配点 備考 

Ａ.業務実施体制等評価 １００点  

Ｂ.提案書評価 ５００点 １００点×選定委員５名 

Ｃ.見積書評価 １６０点  

総合計 ７６０点  

（６）選定委員会において、提案者ごとの合計評価点を算出し、合計点の最上位の者を契約の優先交渉

者とする。なお、合計評価点が同点の場合は、見積額がより廉価であった提案者を最優秀提案者

とし、さらに見積額が同額であった場合は、選定委員会の投票で決定する。 

（７）提案者の合計点が満点の 60％未満の場合は、選定対象外とする。 

（８）提案者が１者の場合については、選定委員会において契約の目的を達成できると判断した場合、 

   最優秀提案者とする。 

 

 Ａ.業務実施体制等評価 

  ア 会社概要【２０点】「様式６」 

評価項目 評価基準 評価点 

一級建築士又は一級建築施

工監理技士のいずれかの資

格を有する社員数 

 

１名 

 

１６点 

２名以上 ２０点 

 

  イ 会社実績調書【４０点】「様式８」 

    同種業務及び類似業務の実績について評価を行う。平成１２年４月１日以降に履行した業務実 

績により評価を行う。 
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評価項目 評価基準 評価点 

同種業務及び類似業務 

の実績 

２件 ３２点 

３件以上 ４０点 

 

  ウ 業務責任者の業務経歴等【２０点】「様式９」 

    同種業務及び類似業務の実績について評価を行う。平成１２年４月１日以降に履行した業務実 

績により評価を行う。 

評価項目 評価基準 評価点 

同種業務及び類似業務 

の実績 

１件 １６点 

２件以上 ２０点 

 

  エ 監理技術者の業務経歴等【２０点】「様式１１」 

    同種業務及び類似業務の実績について評価を行う。平成１２年４月１日以降に履行した業務実 

績により評価を行う。 

評価項目 評価基準 評価点 

同種業務及び類似業務 

の実績 

１件 １６点 

２件以上 ２０点 

 

 Ｂ.提案書評価 

  ア 業務提案書評価【８０点】 

    提案書は、その内容についてプレゼンテーション及びヒアリングの結果を含め、本基準に基づ

いて選定委員会が評価する。 

   ①業務実施体制（１０点）「様式９」 

評価項目 評価基準 評価点 

業務実施体制 

・同種施設の施工経験を設計に活かせる体制と

なっているか。 

・設計期間中に実施予定のワークショップや関

係者からの意見聴取の結果を柔軟に設計内容に

取り入れる体制となっているか。 

・設計内容を今回提示する工事費概算内に確実

に収めていくための体制となっているか。 

１０点 

 

   ②設計提案書（７０点） 

評価項目 評価基準 評価点 

a.伝統的な工法を

用いた建築を改修

した事例における

設計手法 

・工事費圧縮と工期短縮に効果の高い手法だっ

たかどうか。 

・本事業にも応用可能な手法かどうか。 

１０点 
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b.本事業での設計

手法 

・提案された設計手法が実現可能なものである

か。 

・提案された設計手法が工事費圧縮と工期短縮

に効果が高いものと認められるかどうか。 

３０点 

c.工事費について

の考え方 

・提案された工事費概算が上記 bを踏まえたも

のかどうか。 

・提案された工事費概算が実現可能なものであ

るか。 

３０点 

 

  イ プレゼンテーション及びヒアリング評価【２０点】 

評価項目 評価基準 評価点 

内容評価 
・取組意欲があるか。 

・質疑に対する受答えは妥当か。 
２０点 

 

 Ｃ.見積書評価 

ア．参加者すべての見積金額の最低価格が 16,090,000円の 80％以上の場合 
 

    {  }内は円未満切り捨て 

価格 点数 

{16,090,000×99%}+1円以上～円 0 

{16,090,000×98%}+1円以上～{16,090,000×99%}以下 8 

{16,090,000×97%}+1円以上～{16,090,000×98%}以下 16 

{16,090,000×96%}+1円以上～{16,090,000×97%}以下 24 

{16,090,000×95%}+1円以上～{16,090,000×96%}以下 32 

{16,090,000×94%}+1円以上～{16,090,000×95%}以下 40 

{16,090,000×93%}+1円以上～{16,090,000×94%}以下 48 

{16,090,000×92%}+1円以上～{16,090,000×93%}以下 56 

{16,090,000×91%}+1円以上～{16,090,000×92%}以下 64 

{16,090,000×90%}+1円以上～{16,090,000×91%}以下 72 

{16,090,000×89%}+1円以上～{16,090,000×90%}以下 80 

{16,090,000×88%}+1円以上～{16,090,000×89%}以下 88 

{16,090,000×87%}+1円以上～{16,090,000×88%}以下 96 

{16,090,000×86%}+1円以上～{16,090,000×87%}以下 104 
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{16,090,000×85%}+1円以上～{16,090,000×86%}以下 112 

{16,090,000×84%}+1円以上～{16,090,000×85%}以下 120 

{16,090,000×83%}+1円以上～{16,090,000×84%}以下 128 

{16,090,000×82%}+1円以上～{16,090,000×83%}以下 136 

{16,090,000×81%}+1円以上～{16,090,000×82%}以下 144 

{16,090,000×80%}+1円以上～{16,090,000×81%}以下 152 

16,090,000×80%  160 

 

イ．見積金額の最低価格が 16,090,000円の 80％未満の場合 

   Ａ：見積金額の最低価格 
 

   Ｂ：16,090,000円 
 

 Aを 20点とし、（B－A）の１／20の間差の価格帯ごとに２点ずつ減点する。 

  
  {  }内は円未満切り捨て 

価格 点数 

A＋{（B－A）×19/20円}＋1円以上～B以下 0 

A＋{（B－A）×18/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×19/20円}以下 8 

A＋{（B－A）×17/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×18/20円}以下 16 

A＋{（B－A）×16/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×17/20円}以下 24 

A＋{（B－A）×15/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×16/20円}以下 32 

A＋{（B－A）×14/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×15/20円}以下 40 

A＋{（B－A）×13/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×14/20円}以下 48 

A＋{（B－A）×12/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×13/20円}以下 56 

A＋{（B－A）×11/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×12/20円}以下 64 

A＋{（B－A）×10/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×11/20円}以下 72 

A＋{（B－A）×9/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×10/20円}以下 80 

A＋{（B－A）×8/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×9/20円}以下 88 

A＋{（B－A）×7/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×8/20円}以下 96 

A＋{（B－A）×6/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×7/20円}以下 104 

A＋{（B－A）×5/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×6/20円}以下 112 

A＋{（B－A）×4/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×5/20円}以下 120 

A＋{（B－A）×3/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×4/20円}以下 128 



 

5 

 

A＋{（B－A）×2/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×3/20円}以下 136 

A＋{（B－A）×1/20円}＋1円以上～A＋{（B－A）×2/20円}以下 144 

A＋1円以上～A＋{（B－A）×1/20円}以下 152 

A 160 

 


